
ひとり親家庭、児童の問題をはじめ、生活保護、高齢者、障害者などの相談に応じています。
母子・父子自立支援員のほか、家庭相談員、女性相談員が配置されている事務所もあります。

⑥ 市町福祉担当課・市福祉事務所・県健康福祉センター

あなたの身近な地域で、くらしや子どもについての心配事の相談相手となっている方々です。お住
いの民生委員・児童委員がどなたかわからないときは、市町福祉担当課にお尋ねください。

⑦ 民生委員・児童委員

◆母子・父子自立支援員：ひとり親家庭の親と寡婦の方のさまざまな相談や、県や市町の支援制度、職業訓練等の給付金、
 母子父子寡婦福祉資金貸付金等の相談にも応じており、電話相談も行っています。
◆家 庭 相 談 員：子どもの養育について不安や問題を抱える保護者の相談に応じています。
◆女 性 相 談 員：結婚、離婚、配偶者暴力等の問題を抱える女性の相談に応じています。

母子・父子
自立支援員名称・担当課 住　所 電話番号 家庭相談員 女性相談員

（　）は担当地区

0778-47-8007南越前町東大道29-1南越前町 保健福祉課
0778-44-8000池田町薮田5-3-1池田町 保健福祉課
0776-61-7250永平寺町松岡春日1丁目4永平寺町 子育て支援課

0770-23-5411敦賀市本町2丁目1-20敦賀市 市民協働課 ○

0776-20-1541福井市手寄1丁目4-1
AOSSA5階

福井市 子ども家庭センター
 子育て支援室・相談室 ○

0770-64-6072小浜市南川町4-31
健康管理センター内

小浜市 子ども未来課
 子ども家庭総合支援拠点 ○

0770-64-6013小浜市大手町6-3小浜市 子ども未来課 ○ ○

0779-64-5140大野市天神町1-1 結とぴあ内大野市 こども支援課 ○ ○
0779-88-8771勝山市元町1丁目5-6勝山市教育委員会こども課 ○ ○

○0778-42-5103鯖江市 ダイバーシティ推進・相談課
0778-53-2224

鯖江市西山町13-1
鯖江市 子育て支援課 ○ ○

0776-73-8021あわら市市姫3丁目1-1あわら市 子育て支援課 ○ ○

○0778-22-3628越前市府中一丁目11-2
市民プラザたけふ4階

越前市 こども家庭課
 子ども・子育て総合相談室 ○ ○

○○0776-50-3043坂井市坂井町下新庄1-1坂井市 子ども福祉課 ○
○
○

0778-34-8725越前町西田中13-5-1越前町 子ども未来課 ○
0770-32-0192美浜町郷市25-20美浜町 子ども・子育てサポートセンター ○
0770-72-6154高浜町和田117-68高浜町 こども未来課 ○
0770-77-1155おおい町本郷92-51-1おおい町 すこやか健康課 ○

福井市 子ども福祉課 福井市大手3丁目10-1 ○ ○ ○0776-20-5140

○ ○敦賀市 児童家庭課 敦賀市中央町2丁目1-1 0770-22-8125

0770-52-1300小浜市四谷町3-10若狭健康福祉センター
福祉課 （ ）

○
小浜市、高浜町、
　  おおい町、
若狭町［旧上中］（ ）

○
高浜町、
おおい町、
若狭町［旧上中］（ ）

○
高浜町、
おおい町、
若狭町［旧上中］

0770-22-3747敦賀市開町6-5二州健康福祉センター
福祉課 （ ）

○
美浜町、
若狭町［旧三方］（ ）

○
美浜町、
若狭町［旧三方］（ ）

○
敦賀市、美浜町、
若狭町［旧三方］

0778-22-4135越前市上太田町41-5丹南健康福祉センター
武生福祉保健部福祉課 （ ）

○
越前市、池田町、
南越前町

○
（池田町、南越前町）（池田町、南越前町）

○

0778-51-0034鯖江市水落町1丁目2-25丹南健康福祉センター
福祉課 （越前町）

○
（越前町）
○

（鯖江市、越前町）
○

0779-66-2076大野市天神町1-1奥越健康福祉センター
地域保健福祉課 （大野市、勝山市）

○

0776-73-0600あわら市春宮2丁目21-17坂井健康福祉センター
福祉健康増進課 （あわら市、坂井市）

○

0776-36-2857福井市西木田2丁目8-8福井健康福祉センター
福祉課 （永平寺町）

○
（永平寺町）
○

（永平寺町）
○

このサポートガイドブックでは、ひとり親家庭の
方がご利用できる各種相談や、さまざまな支援制
度、相談先などをご紹介しています。
より詳しい情報をご覧いただける二次元バーコー
ドも掲載していますので、ご活用ください。
なお、お住まいの市町によって、ご利用できるサ
ービスが異なることがありますので、関係機関へお
問い合わせください。

ひとり親家庭等のための

サポート
ガイドブック

2023年6月発行

【相談時間】　9:00～16:00（火曜日は20:00まで）　　【休業日】　土日祝および年末年始
【所 在 地】　福井市光陽2丁目3-22　福井県社会福祉センター4階
【連 絡 先】　☎ 0776-21-0733　fax 0776-21-0310　E-mail：fukubo21733@arrow.ocn.ne.jp
【ホームページ】　http://www.fukuikenbo.jp/

福井県母子家庭等就業・自立支援センター
（福井県母子寡婦福祉連合会が福井県からの委託により運営しています）

【所 在 地】　福井市大手3丁目17-1
【連 絡 先】　☎ 0776-20-0343　fax 0776-20-0640

福井県　健康福祉部　児童家庭課

―   はじめに   ―

ホームページ

LINE登録はこちら

0770-62-2704若狭町市場20-18若狭町 子育て支援課 ○

ひとり親の方に向けた情報を発信しています!（LINE公式アプリから読みとってください）
入力画面の氏名は本名でなく、ニックネーム等でも可能です!
（氏名欄にニックネームの入力をお願いします）15
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【未就学児】なし
【小学生以上】通院：1月500円、入院：1日500円（月8日上限）（市町により無料）

中学校修了前の児童を養育する保護者に支給される手当です。児童扶養手当と兼ねて受給できます。

18歳年度末までの子ども（一定程度の障害の状態にある場合は20才未満）を養育しているひとり
親家庭の親、または、父母の代わりにその子どもを養育している方に支給される手当です。

第2子以降の0～2歳の児童を、保育所等を利用せず在宅で育児する保護者に支給される手当です。

20歳未満の子どもがいるひとり親家庭の親と、その20歳未満の子どもの医療費について、
医療費の一部負担分が助成されます。

ひとり親家庭医療費助成の対象にならない場合も、すべての中学校3年生（市町により高校3年生）
までの子どもの医療費について、医療費の一部負担分が助成されます。

① ひとり親家庭医療費助成（ひとり親等が対象です。 ※所得制限があります）

② 子ども医療費助成（すべての家庭が対象の制度です）

③ ふくい在宅育児応援手当

① 児童扶養手当（ひとり親等が対象です。 ※所得制限があります）

支 給 時 期

支給額（月額）

なし

10,000円/人（当該児童が生後2か月～3歳に達するまで）

●職場復帰を前提として育児休業給付金を受給していないこと。
●世帯年収が360万円未満であること。
●生活保護法による保護を受けていないこと。

毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月

第1子
第2子
第3子以降（1人につき）

44,140円
10,420円
6,250円

所得に応じて44,130円～10,410円
所得に応じて10,410円～ 5,210円
所得に応じて 6,240円～ 3,130円

※所得が一定以上ある場合は、一部または全部が支給されません。
※公的年金等を受給している場合は、差額の支給となります。なお、障害基礎年金等の給付を受けている場合は、
児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができます。

※受給開始から5年を経過した場合、または離婚等支給要件に該当してから7年を経過している場合、就業等の必要
条件を満たしていないと手当が減額される場合があります。

（2023年4月以降）

支給額（月額）

自 己 負 担

自 己 負 担

■子どもに関する手当

お問い合わせ：お住まいの市町役場（P15）

お問い合わせ：お住まいの市町役場（P15）

■ 医療費助成

児童数 全額支給（月額） 一部支給

特例給付

② 児童手当（すべての家庭が対象です。 ※所得制限があります）

毎年6月、10月、2月
※小学校修了前の第3子以降は15,000円

支給額（月額）

支 給 時 期

3歳未満
15,000円

3歳以上
10,000円※ 5,000円（所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の方）

■ 子どもに関する手当 ･･････････････2
① 児童扶養手当（ひとり親家庭の方が対象）
② 児童手当（すべての方が対象）
③ ふくい在宅育児応援手当
　

■ 医療費助成 ･･････････････････････2
① ひとり親家庭医療費助成
② 子ども医療費助成（すべての家庭が対象）
　

■ 子どもの就学 ････････････････ 3、4
① 小・中学校の就学援助
② 高等学校等修学支援制度
③ 高校生等奨学給付金
④ 福井県奨学育英基金
⑤ 福井県きぼう応援奨学金
⑥ ひとり親家庭等の子育て安心プラン事業
 （高校生通学定期代補助）
⑦ ひとり親高等学校卒業程度認定試験
　 合格支援事業
⑧ 国の教育ローン
⑨ 高等教育の修学支援新制度
⑩ 日本学生支援機構奨学金（貸与型）
⑪ あしなが育英会奨学金
⑫ ひとり親家庭支援奨学金（給付型）
⑬ 交通遺児育英会奨学金
⑭ 母子・父子・寡婦福祉資金貸付
 （修学・就学支度資金）
　

■ 子育て支援 ･･･････････････5、6、7
① 保育所・認定こども園
② 放課後児童クラブ
③ 子育て短期支援事業
　　　　　　◆ ショートステイ
　　　　　　◆ トワイライトステイ
④ 病児デイケア（病児・病後児保育）
⑤ 日常生活支援事業
⑥ 子どもの学習支援

■ 仕事・資格取得訓練 ･･････････ 8、9
① 公共職業安定所（ハローワーク）
② 福井県母子家庭等就業・自立支援センター
③ ふくい女性活躍支援センター
④ ひとり親家庭就業・自立支援センター
 　（福井市にお住いの方が利用できます）
⑤ 職業訓練（ハローワーク）
⑥ 就業支援講習会
⑦ ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業
⑧ ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業
⑨ ひとり親家庭職業訓練資金貸付金制度
　

■ 生計 ･････････････････････ 10、11
① 母子・父子・寡婦福祉資金貸付
② ひとり親家庭住宅支援資金貸付事業
③ 生活福祉資金貸付制度
　

■ 年金 ･･････････････････････････ 11
① 遺族基礎年金
② 遺族厚生年金
　

■ 養育費や法律的な相談 ･･････････ 11
① 養育費相談
② 法律相談
③ 法テラス福井
　

■ 福井県母子家庭等就業・自立支援センター
　･･････････････････････････ 12、13

■ 内容に応じた相談窓口 ･････ 14、15
① 子どもの悩み（非行、しつけ等）
② 女性の悩み
③ 厚生年金に関すること
④ 就職・雇用等に関すること
⑤ 公営住宅に関すること（県営）
⑥ 市町福祉担当課・市福祉事務所
　 県健康福祉センター
⑦ 民生委員・児童委員　

も く じ

※支給には下記のほか諸要件を満たす必要があります。
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